
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ジェネリック医薬品 
「差額通知」を送付します 
    

送付時期 

令和 5年 10月下旬 

通知対象診療月 

令和 5年 6月から 8月診療分まで 

通知対象者 
ジェネリック医薬品に変更した場合の自己負担 
額の差額が合算して 300円以上となる方 

ジェネリック医薬品の利用を促進することにより、被保

険者の自己負担の軽減を図り、ひいては組合の医療

費削減に資することを目的として通知します 

CHECK! 

 

現在処方されている薬と比べて

どのくらい節約できるかを記載し

ています。ジェネリック医薬品希

望シールを配布していますので

是非ご活用ください 

ジェネリック医薬品への変更は、本人の意思を尊重するものであり、この
通知により変更を強制するものではありません。また変更することに不安
がある方は短期間の「おためし」も可能です 

シールの使用例 


